
三井物産の価値創造

　社会が持続可能でなければ 、会社も持続可能とはなりません。また 、会社はそれ自体が持
続可能でなければ、社会的責任を果たすことはできません。
　三井物産は、時代の中で社会がどう変わっていくのかを常に考え、私たちのポテンシャルを最
大限に発揮するために、自社の機能をどのように進化させるべきか 、たゆまず追求し続けてき
ました。
　当社に求められているのは 、環境や社会に対する感度の向上に努め 、ステークホルダー の
声に耳を傾けて「社会の関心や期待」「社会課題」をいち早く認識すること、そして、期待に応
え課題解決に貢献していくことであると考えています。
　私たちは、経営理念（Mission 、Vision 、Values）をすべての活動の中心軸に据えるととも
に 、ガバナンス、リスク管理体制等の経営基盤を一層強固なものとしながら、ステークホル
ダーと共に、当社コーポレートスローガン「360° business innovation.」を体現すべく事業
活動を進めていきます。その中で、社会と当社が持続的成長を遂げるための重要な経営課題
として2019年4月に見直しを実施した、5つのマテリアリティ「安定供給の基盤をつくる」「豊
かな暮らしをつくる」「環境と調和する社会をつくる」「新たな価値を生む人をつくる」「インテ
グリティのある組織をつくる」の視点を強く意識していきます。
　このスローガンとマテリアリティが表すように、地球上のあらゆるところで、発想や情報、お
客さまやパートナー等をつなぎ、新しい価値をつくることで、大切な地球と、そこに住む人び
との夢溢れる未来作りに貢献していく。これこそが当社の果たすべき役割であり、社会の持続
可能性を根幹に据えた、「三井物産の価値創造」の考え方です。

サステナビリティへの考え方・推進体制

CSR基本方針

　「CSR基本方針」は当社の全事業活動の土台となる「経営理念（Mission、Vision、Values）」
の下、2004年に策定し、社会やステークホルダーの声を反映し2013年に見直しを行ってい
ます。「 CSR基本方針」には社会的責任としてのサステナビリティに対する考え方が明確に織り
込まれており、当社はその実現に向けて、引き続き真摯に取り組んでいきます。

CSR基本方針

1.  企業の社会的責任に対する社員一人ひとりの意識を高め、世界各国・地域の文化、伝統、
慣習の理解に努め、公正かつ誠実な企業活動を展開します。そして、確かな経営基盤の
もと、会社の価値を持続的に向上させるとともに、社会へ価値を提供し続けます。

2.  企業の存在意義・役割を十分に考え、地球環境の保全を意識し、社会に積極的に貢献する
ことで、持続可能社会の実現を目指します。また 、社会の期待に応えるため、ステーク
ホルダーとの双方向の対話を重視し、説明責任を果たします。

3.  世界人権宣言等国際的基準を支持し、人権を尊重します。事業活動におけるあらゆる
場面で労働基本権を尊重します。

4.  上述方針の実践をグループ企業にも求めるとともに 、取引先の皆様から良き理解と
協力が得られるように努め、グローバル企業としての責任を果たします。
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サステナビリティ経営推進体制

　当社は、2005年3月期に経営会議の下部組織として「 CSR推進委員会（現サステナビリティ
委員会）」を設置し、サステナビリティに関する社内体制の構築や、社員への意識啓発に取り組
んできました。
　昨今、国連「持続可能な開発目標（SDGs）」やESGへの関心が高まる中、事業活動を通じて
社会への新しい価値を創造し、社会と会社相互の持続可能性を追求していくというこれまでの
三井物産の変わらぬ姿勢をより明確にしていくために、2017年5月1日、サステナビリティ委
員会を発足しました。この委員会を軸として、企業の社会的側面における姿勢や活動に対する
社会からの期待や要請に応えるべく、横断的に連携してサステナビリティ関連活動を推進して
います。
　2019年4月1日、全社サステナビリティ経営の推進・牽引役としての役目を担い 、連結グ
ローバルでの取り組みを加速すべく、サステナビリティ経営推進部を発足させました。サステ
ナビリティ経営推進部は、世界のさまざまな国や地域の持続可能な社会と経済の発展と、気候
変動をはじめとする地球規模の課題の解決の両立を目指し、連結グローバルベースでのサス
テナビリティ意識浸透と価値共有を推進します。
　また、コーポレートスタッフ部門、各営業本部、海外地域本部および国内支社・支店に「サステ
ナビリティ推進担当者」を配置し、各部署におけるサステナビリティ経営の実践支援や意識浸透等、
現場と一体となった活動の企画・推進を図るため、社内ネットワークを構築しています。2019年
3月期も「サステナビリティ推進担当者会議」を四半期に一度開催し、サステナビリティ委員会で議
論し策定したサステナビリティ関連の新規取組方針や重要事項の伝達、サプライチェーンマネジメ
ントに関わる各種調査結果や施策に関する報告等を実施しました。
　そのほか 、各営業本部やコーポレートスタッフ部門、国内外支社店各部でも、サステナビリ
ティ推進担当者が中心となって、社内サステナビリティ関連セミナー や 、取引先や外部有識者
を招いての講演、担当業務を通じたサステナビリティをテーマとするワークショップ等を開催
しています。
　また、環境月間に開催する講演会や、新人導入研修における当社サステナビリティ経営につ
いての講義等、社員一人ひとりが日々の業務からサステナビリティを考え、意識浸透を図る場
を設けました。
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サステナビリティ委員会 

　サステナビリティ委員会は、経営会議の下部組織として、社会と当社の持続可能性（サステナ
ビリティ）をより意識した経営の推進に向け、当社サステナビリティ経営の基本方針等立案、経
営方針および事業活動に対するサステナビリティ視点での提言を行っています。
　本委員会は、CAO（チーフ・アドミニストレイティブ・オフィサー）を委員長、CCO（チーフ・コン
プライアンス・オフィサー）、CFO（チーフ・フィナンシャル・オフィサー）を副委員長とし、サステナ
ビリティ経営推進部長、経営企画部長、IR部長、広報部長、人事総務部長、法務部長、事業統括部
長、財務部長といったコーポレートスタッフ部門各部長により構成され、以下に掲げる事項を役割
として活動しています。

 1. 当社サステナビリティ経営の基本方針およびサステナビリティ・CSR推進活動の基本計画
の立案

 2 .  当社経営方針、営業やコーポレートの方針・戦略に対するサステナビリティ視点での検証・
提言

 3. 環境に関する全社方針の提案
 4. サステナビリティを重視した事業活動への提言（事業におけるリスクと機会の把握）
 5. ステークホルダーへの効果的な情報開示に関する基本方針の審議と策定
 6. 経営に必要な進捗レビュー、モニタリングに関する検討と提案
 7. 当社サステナビリティ経営の社内推進体制の構築および整備
 8. 当社サステナビリティ・CSR推進活動の年次重点課題の策定と推進
 9. サステナビリティ・CSRに関わる社内外対応
 10. 特定事業に該当する個々の案件の推進可否、または推進する場合の留意事項等に関する

答申
 11. 三井物産環境基金に関わる重要事項（基本方針・事業計画等）に関する承認
 12. 三井物産環境基金が社内募集する助成案件の選定
 13. 三井物産環境基金が一般公募する助成案件の選定
 14 . 社有林管理規程に該当しない例外的な山林の取得もしくは社有林の処分の推進可否に関す

る答申

　また、サステナビリティに関わる諸課題への対応を目的に、サステナビリティ委員会の諮問機
関として環境・社会諮問委員会を設置し、気候変動、水・エネルギー等の環境施策、技術動向、
人権に関する幅広い知見を有する外部有識者や弁護士らを中心に委員を選定しています。

2019年3月期 サステナビリティ委員会の内容

第1回（2018年5月16日）
 気候変動問題への対応について審議
 「統合報告書」制作方針について報告

第2回（2018年10月9日）
 マテリアリティの見直しについて審議
 気候変動問題の動向、DJSI2018銘柄選定評価結果について報告

第3回（2018年12月21日）
 マテリアリティの見直しについて継続審議
 気候変動問題の対応としてCOP24への参加報告
 TCFDへの賛同について承認

第4回（2019年3月7日）
 マテリアリティの見直しについて継続審議
  気候変動問題への対応、サステナビリティ推進活動および環境・社会貢献活動についての
2019年3月期実績および2020年3月期取り組み方針について報告
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